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　令和３年の新春を迎え、謹んで年頭のご挨拶を申し上げます。

　昨年も、全国で台風や豪雨被害が相次ぎ発生し、その規模も年々

激甚化・頻発化するなか、県民の命と暮らしを守り、県民が安心し

て暮らせる地域づくりが、我々地域建設業者の役割と痛感しており

ます。

　昨年来、猛威を振るっている新型コロナウイルス感染症も、未だ

収束の兆しは見えていません。ウイズコロナの時代、建設現場においても、これまでとは違っ

た形でのソーシャルディスタンスの確保や工事施工の際の３密回避など様々な工夫や対策が必要

になります。

　また、近年の気候変動による水災害リスクの増大に備えるためには、各水系の特性を踏まえた

ハード・ソフト一体の事前防災の施策も重要となります。国は、「防災・減災、国土強靱化の

推進のための５か年加速化対策（仮称）」に取り組むとのことですが、インフラ施設の整備効果

が大きくクローズアップされている現状に鑑み、これらに対応できる継続的な予算確保を、今後

とも、県はもとより、国等へ強く働きかけてまいります。

　一方、公共工事の入札で不調・不落が発生しているのは、「建設労働需給が逼迫して施工者側

の施工余力がないからだ」という誤った認識があります。私は、不調・不落の原因は、予定価格

と実勢価格が乖離し過去の安い単価を参考に予定価格を設定しているためであり、建設業者は、

赤字になると分かっている工事には応札できないためと考えています。

　新・担い手三法（品確法と建設業法・入契法）が一体的に改正され、順次施行されていますが、

働き方改革の完全実施には、相当の経費が必要となります。

　建設業界の現状は、公共工事の採算性が低いため、労働者の処遇改善が困難となっているこ

とから、人手不足、若年者が入職しても長続きせず、高齢化が進むという悪循環に陥っていま

す。このため、まずは、工事の採算性をいかに高めるかが重要であります。

　真に、新・担い手三法の趣旨が適切に浸透し、建設企業が、将来にわたって健全な発展が遂

げられますよう、適正な価格で仕事を受け、適正な工期のもと効率的な施工に努め、希望と誇り

の持てる魅力的な建設業を築いてまいります。

　最後になりますが、今年一年が皆様方にとりまして良い年となりますようお祈り申し上げ

まして、私の年頭のご挨拶とさせていただきます。

令和３年 年頭所感
一般社団法人　岡山県建設業協会　　　

会　長　　荒　木　雷　太

　謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
　現在、我が国は新型コロナウイルス感染症の影響を受け、大変厳
しい状況にあります。本県においても、全力を挙げて、県民の命と
暮らしを守る対策に取り組むとともに、この感染症がもたらした社
会の変化に対応していくことが大きな課題となっています。このよ
うな中、昨年行われた知事選挙におきまして、皆さまのご信任をい
ただき、引き続き県政を担わせていただくことになりました。大変
重要な時期に本県のかじ取りを任せていただくことに、改めて重責に身が引き締まる思いであり、
皆さまから寄せられた信頼とご期待にお応えする決意を新たにして新年を迎えました。
　これまでの２期８年間、すべての分野の好循環の原動力になる２本の柱として、「教育の再生」
と「産業の振興」を強力に推進してまいりました。その結果、子どもたちが落ち着いて学べる
環境の整備、地元企業や誘致企業による安定的な雇用の創出など、目に見える成果が表れてき
ています。
　今年は、喫緊の課題である新型コロナウイルス感染症への対応とともに、教育と産業をはじめ、
医療・福祉サービスの充実や、結婚から子育てまでの切れ目ない支援、持続可能な中山間地域
の形成などにも引き続き力を注ぎ、さらに数多くの成果を皆さまに実感していただけるよう、
さまざまな施策を進めてまいります。
　また、平成30年７月豪雨災害からの復旧・復興については、被災された方々に寄り添ったき
め細かい支援と、災害で得た教訓を生かした、より災害に強い岡山の実現に、全力で取り組ん
でまいる所存です。
　さらに、デジタル化や働き方の変化、地方への移住機運の高まりなど社会が大きく変化する
中にあって、本県の存在感を高める取り組みも鋭意進めてまいります。
　現在、来年度からの４年間を行動計画期間とする「第３次晴れの国おかやま生き活きプラン」の
策定を進めています。昨年11月に公表した素案では、現行のプランに引き続き、「教育県岡山
の復活」、「地域を支える産業の振興」、「安心で豊かさが実感できる地域の創造」の３つの
重点戦略を掲げ、その下に、近年の豪雨災害や感染症、人口減少社会への対応などの重要課題
も踏まえた戦略プログラムを置いています。今後、皆さまからいただいたご意見を反映させた
上で、県政の新たな羅針盤の策定を目指します。
　すべての県民が明るい笑顔で暮らす「生き活き岡山」の実現に向け、さまざまな主体と連携
しながら、本県の持続的な発展の道筋を確かなものとするため、各種の施策・事業を推進して
まいります。希望あふれる明るい未来のために、全身全霊で取り組んでまいる所存ですので、
一層のご理解とご支援を賜りますようよろしくお願いいたします。

すべての県民が明るい笑顔で暮らす
「生き活き岡山」を目指して

岡 山 県 知 事　　　
伊原木　隆　太
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　令和３年の年頭に当たり、謹んでご挨拶を申し上げます。

　皆様におかれましては、平素から、社会資本の整備をはじめ、災害

発生時における復旧活動や地域での社会貢献活動などの活動を通じ

て、安全・安心なまちづくりに、多大なご貢献をいただいており、

深く感謝と敬意を表するしだいです。

　近年、大規模な自然災害が相次いでおり、平成30年には、本県で

も豪雨により甚大な被害を受けました。

　建設業の皆様におかれましては、こうした自然災害などに際し、現場の第一線において、

多大なご尽力をいただいているところであり、心からお礼申し上げます。

　県議会といたしましても、被災された皆様が本来の生活に戻れますよう、引き続き力を尽く

していく所存です。

　さて、私ども県議会は、住民に身近な県議会を目指し、県内各地の声を余すことなく、県政

に届けるとともに、公明正大な議会運営にあたり、県民福祉の向上と県勢の発展のため邁進し

ております。

　我が国は、急速な少子・高齢化の進展により、人口減少社会を迎える中、地域経済の活力低下

や労働人口の減少など大きな課題を抱えています。こうした課題に加え、平成30年の西日本豪雨

からの復旧・復興、また新型コロナウイルス感染症への対応が世界中で長期化するなど、過去

に経験したことのない環境の中で、地域の経済や雇用を担う建設業をはじめとする産業の地域

経済に果たす役割が、これまでになく大きなものとなっています。

　今後、一層進む社会構造の変化に対応しながら、本県の有する魅力や優位性など、発展可能性

を最大限活用し、住みよい地域を築き上げていくためには、県民の皆様や企業、団体等の皆様

のお力添えをいただきながら、私ども議会と行政が互いに協調し、車の両輪として、各種施策

の実現に取り組むことが不可欠であります。

　新たな令和の時代は更に進みます。皆様にとりまして、新しい年が、輝かしいものとなります

よう、併せて、皆様のご健勝とご多幸を心から祈念いたしまして、新年のご挨拶といたします。

年頭のご挨拶
岡 山 県 議 会 議 長　　　

波　多　洋　治

　新年明けましておめでとうございます。

　一般社団法人岡山県建設業協会の会員の皆様方には、日頃から労働

行政の運営にご理解とご協力を賜わり厚く御礼申し上げます。

　また、労働者の新型コロナウイルス感染防止、県内の感染拡大防止

に適切にご対応いただいていることに深く感謝申し上げます。県内

でも複数の事業場で集団感染が報告されているところですが、岡山労働局としても、「三密」

回避、日常的な検温、手指消毒、マスク着用、換気の悪い密閉空間の改善などを内容とした

チェックリストの周知などを通じて、引き続き対策を講じてまいります。

　さて、令和２年11月末までの岡山県内の建設業における労働災害の発生状況は、休業４日以上

の死傷者は216人と前年同時期比で５人増加（＋2.4％）、死亡者は６人と３人増加しており、

特に死亡者は過去４年で最多です。死亡者のうち４人は、「墜落・転落」によるものとなって

いるため、高所作業における手すりの設置等による墜落防止措置の徹底、墜落制止用器具の確実

な着用等を今一度確認していただきたいと思います。

　また、石綿障害予防規則や溶接ヒューム等に係る特定化学物質障害予防規則等が改正され、

順次施行されます。令和３年度から段階的に施行されるこれらの新たな規制の内容は、作業主

任者の選任や健康診断の実施、新たに資格の取得が必要となるなど多岐にわたるものとなりま

す。岡山労働局では貴協会とも連携して、改正内容の周知等を図るとともに、今後必要となる

資格取得のための受講機会の確保も関係機関と連携していきたいと考えております。

　会員の皆様方におかれましては、引き続き安全衛生管理を徹底するとともに、労働時間の削減

など働き方改革の取組も推進していただくことで、安全で安心な職場環境を整え、建設業の職場

を魅力あるものにしていただきますようお願いいたします。

　最後になりましたが、貴協会の益々のご発展と会員の皆様方のご健勝を祈念して、年頭の

ご挨拶とさせていただきます。

年頭のことば
岡 山 労 働 局 長　　　
内　田　敏　之
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　さて、私ども県議会は、住民に身近な県議会を目指し、県内各地の声を余すことなく、県政

に届けるとともに、公明正大な議会運営にあたり、県民福祉の向上と県勢の発展のため邁進し

ております。

　我が国は、急速な少子・高齢化の進展により、人口減少社会を迎える中、地域経済の活力低下

や労働人口の減少など大きな課題を抱えています。こうした課題に加え、平成30年の西日本豪雨

からの復旧・復興、また新型コロナウイルス感染症への対応が世界中で長期化するなど、過去

に経験したことのない環境の中で、地域の経済や雇用を担う建設業をはじめとする産業の地域

経済に果たす役割が、これまでになく大きなものとなっています。

　今後、一層進む社会構造の変化に対応しながら、本県の有する魅力や優位性など、発展可能性

を最大限活用し、住みよい地域を築き上げていくためには、県民の皆様や企業、団体等の皆様

のお力添えをいただきながら、私ども議会と行政が互いに協調し、車の両輪として、各種施策

の実現に取り組むことが不可欠であります。

　新たな令和の時代は更に進みます。皆様にとりまして、新しい年が、輝かしいものとなります

よう、併せて、皆様のご健勝とご多幸を心から祈念いたしまして、新年のご挨拶といたします。

年頭のご挨拶
岡 山 県 議 会 議 長　　　

波　多　洋　治

　新年明けましておめでとうございます。

　一般社団法人岡山県建設業協会の会員の皆様方には、日頃から労働

行政の運営にご理解とご協力を賜わり厚く御礼申し上げます。

　また、労働者の新型コロナウイルス感染防止、県内の感染拡大防止

に適切にご対応いただいていることに深く感謝申し上げます。県内

でも複数の事業場で集団感染が報告されているところですが、岡山労働局としても、「三密」

回避、日常的な検温、手指消毒、マスク着用、換気の悪い密閉空間の改善などを内容とした

チェックリストの周知などを通じて、引き続き対策を講じてまいります。

　さて、令和２年11月末までの岡山県内の建設業における労働災害の発生状況は、休業４日以上

の死傷者は216人と前年同時期比で５人増加（＋2.4％）、死亡者は６人と３人増加しており、

特に死亡者は過去４年で最多です。死亡者のうち４人は、「墜落・転落」によるものとなって

いるため、高所作業における手すりの設置等による墜落防止措置の徹底、墜落制止用器具の確実

な着用等を今一度確認していただきたいと思います。

　また、石綿障害予防規則や溶接ヒューム等に係る特定化学物質障害予防規則等が改正され、

順次施行されます。令和３年度から段階的に施行されるこれらの新たな規制の内容は、作業主

任者の選任や健康診断の実施、新たに資格の取得が必要となるなど多岐にわたるものとなりま

す。岡山労働局では貴協会とも連携して、改正内容の周知等を図るとともに、今後必要となる

資格取得のための受講機会の確保も関係機関と連携していきたいと考えております。

　会員の皆様方におかれましては、引き続き安全衛生管理を徹底するとともに、労働時間の削減

など働き方改革の取組も推進していただくことで、安全で安心な職場環境を整え、建設業の職場

を魅力あるものにしていただきますようお願いいたします。

　最後になりましたが、貴協会の益々のご発展と会員の皆様方のご健勝を祈念して、年頭の

ご挨拶とさせていただきます。

年頭のことば
岡 山 労 働 局 長　　　
内　田　敏　之
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　令和３年の新春を迎え、謹んで年頭の挨拶を申し上げます。
　平素は、全建の事業活動に対し格別のご支援・ご協力を賜り、厚
く御礼を申し上げます。
　昨年は、年明けから世界的に猛威を振るった新型コロナウイルス
感染症により、わが国の景気は急激に落ち込み、建設業においても
民間建設需要の低迷など厳しい影響を受けました。感染の拡大が収
束する兆しは未だ見えませんが、落ち込んだ景気を早急に回復させ
るためには、感染拡大の防止や医療体制の充実に加え、日本経済全体の活性化や強靭な国土づ
くりに資する公共投資を機動的に推進し、内需の創出とそれによる雇用拡大を図ることが不可
欠です。
　さらには、昨年も令和２年７月豪雨や台風９号・10号などの大規模災害が発生し、多くの尊
い人命や貴重な財産が失われました。わが国の脆弱な国土における防災・危機管理体制の強化
と社会資本整備の重要性は更に高まっており、政府による「防災・減災や国土強靭化のための
緊急対策」は、今後も人々が安全に安心して暮らしていける持続可能な社会づくりのための予
算として、将来的なビジョンを念頭に計画的かつ安定的に確保されることが必要です。
　一方、このコロナ禍は、わが国の社会や経済のあり方にも変化をもたらしました。大都市圏
への過度な集中による様々な弊害が顕在化し、地方分散型社会への転換について、その必要性
が改めて説かれています。地方への移住・定着を進めるには、テレワークの推進だけでは十分
とは言えず、地場産業の育成とともに、安心して豊かな暮らしを営むために必要な生活基盤の
整備が欠かせません。
　私ども地域建設業は、人々の安全・安心を守る「地域の守り手」としての役割に加え、ポス
ト・コロナの新たな時代においては、いわば「新しい地域の創り手」としての役割も務めてい
かなければならないと考えております。これらの社会的使命を果たしていくため、引き続き、
中長期的な視点から社会資本整備の着実な推進を政府や関係機関などへ広く訴えていくととも
に、経営基盤の強化や、担い手の確保・育成、生産性向上、働き方改革など、克服すべき諸課
題の解決に積極的に取り組んでまいります。
　本年も、全建は47都道府県建設業協会並びに会員企業の皆様方と一体となり、地域建設業発
展のため全力で取り組む所存でございますので、ご理解とご支援のほど何卒よろしくお願い申
し上げます。
　結びになりますが、皆様方の益々のご多幸とご健勝を祈念いたしまして、私の年頭の挨拶と
させていただきます。

令和３年　年頭所感
一般社団法人 全国建設業協会　　　
会　長　　奥　村　太加典

　令和３年の新春を迎え、謹んで年頭のご挨拶を申し上げます。
　会員並びに関係各位におかれましては、当協会の業務運営につきまして、平
素から特段のご協力をいただいておりますことに深く感謝申し上げます。
　昨年は新型コロナウイルス感染症が世界的に流行し、我が国においても国民
生活や経済活動に対する制限など、新型コロナウイルス感染防止対策に向けて
官民一体となった協力が求められました。
　当協会におきましても第57回全国建設業労働災害防止大会をＷｅｂ大会で開
催するなど大きな影響を受けました。そして、現在も感染予防対策の徹底が強
く求められており、引き続き「三つの密」を避ける等の必要な感染予防措置を講
じていただきますようお願い申し上げます。
　さて、建設業は、国民生活の基盤である住環境の整備に加え、豊かさと利便性の向上を図るためのインフラ
整備工事や、頻発し激甚化する自然災害からの復旧・復興工事、国土強靱化に向けた継続的な防災・減災関連
工事等を担う重要な使命を持っています。我々建設業は、人命尊重の基本理念の下、働く方々の安全確保を第
一に不断の努力を続けてまいりました。
　その結果、一昨年建設業の労働災害で亡くなられた方は269人と過去最少となり、休業４日以上の死傷者数も
15,183人と前年を下回りました。しかしながら、建設業が全産業に占める割合は依然として高く、特に、全体の約
４割にあたる110人もの尊い命が墜落・転落により失われているということを重く受けとめる必要があります。
　また、建設業では、現場における各層の人材の慢性的な不足及び建設労働者の高齢化の進展、さらに外国人
労働者の受入、建設業への女性の参入の進展等による職場におけるダイバーシティ（多様性）の拡大と労働災
害防止を含む労務管理の重要性は益々高まっています。このような状況の下、安全衛生活動の基本理念は、
日々の安全衛生活動において、個々の建設現場における危険源を特定し、それを排除する努力を繰り返し行う
ことが重要となりますので、引き続き継続的な活動をお願いいします。
　当協会では「第８次建設業労働災害防止５カ年計画」において、建設業における死亡災害及び墜落・転落災害
による死亡災害を「第７次建設業労働災害防止５カ年計画」の平均発生件数に対して、15％以上減少させるとい
う目標を達成するため、８月から９月上旬にかけて、夏期の熱中症対策の「STOP！熱中症　クールワークキャン
ペーン」と連動して「墜落・転落災害撲滅キャンペーン」を計画期間中の５年間を通して実施しております。
　また、建設業の安全衛生活動を取り巻く国内の状況の変化及び国際的な動向に対応した「ニューコスモス」
の普及並びに中小規模建設事業者向けの「コンパクトコスモス」の積極的な導入、加えて建設現場の特性を踏
まえた「建災防方式健康ＫＹと無記名ストレスチェック」の実施とそれに基づく職場環境改善の推進、職長・
安全衛生責任者能力向上教育等各種事業を積極的に実施いたします。
　さらに、昨年７月１日に一部改正された石綿障害予防規則で、2030年頃にピークを迎えると予想される石綿
含有建材を用いた建築物等の解体・改修工事におけるばく露防止対策等を強化するため、石綿等の使用の有無
について事前調査を行う者の要件が新設されました。このため、当協会では本年から各支部で建築物石綿含有
建材調査者講習を開催できるよう準備を進めております。
　さて、本年の第58回全国建設業労働災害防止大会は、新型コロナウイルス感染防止対策を徹底し、10月７日
（木）、８日（金）の両日、京都府京都市の国立京都国際会館で開催を予定しています。最新の安全衛生情報、
会員企業が取り組まれた効果的な安全衛生管理活動の発表、建設業の様々な分野で活用が進んでいるＩＣＴを
活用した建設工事における労働災害防止に資する事例の発表等を盛り込んでいくこととしております。参加者
の皆様が安全に参加できる大会運営に努めてまいりますので、関係各位のご参加について、特段のご配慮をお
願い申し上げます。
　最後に、建設業における労働災害防止の主役は、事業者と建設現場で働く皆様方です。建設業で働く方々が
不幸な災害に遭わないようにすることが何よりも重要だと考えております。
　今年も、会員各位の益々のご健勝とご発展を衷心よりお祈り申し上げます。

新年のご挨拶
建設業労働災害防止協会　　　　　
会　長　　今　井　雅　則
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　令和３年の新春を迎え、謹んで年頭の挨拶を申し上げます。
　平素は、全建の事業活動に対し格別のご支援・ご協力を賜り、厚
く御礼を申し上げます。
　昨年は、年明けから世界的に猛威を振るった新型コロナウイルス
感染症により、わが国の景気は急激に落ち込み、建設業においても
民間建設需要の低迷など厳しい影響を受けました。感染の拡大が収
束する兆しは未だ見えませんが、落ち込んだ景気を早急に回復させ
るためには、感染拡大の防止や医療体制の充実に加え、日本経済全体の活性化や強靭な国土づ
くりに資する公共投資を機動的に推進し、内需の創出とそれによる雇用拡大を図ることが不可
欠です。
　さらには、昨年も令和２年７月豪雨や台風９号・10号などの大規模災害が発生し、多くの尊
い人命や貴重な財産が失われました。わが国の脆弱な国土における防災・危機管理体制の強化
と社会資本整備の重要性は更に高まっており、政府による「防災・減災や国土強靭化のための
緊急対策」は、今後も人々が安全に安心して暮らしていける持続可能な社会づくりのための予
算として、将来的なビジョンを念頭に計画的かつ安定的に確保されることが必要です。
　一方、このコロナ禍は、わが国の社会や経済のあり方にも変化をもたらしました。大都市圏
への過度な集中による様々な弊害が顕在化し、地方分散型社会への転換について、その必要性
が改めて説かれています。地方への移住・定着を進めるには、テレワークの推進だけでは十分
とは言えず、地場産業の育成とともに、安心して豊かな暮らしを営むために必要な生活基盤の
整備が欠かせません。
　私ども地域建設業は、人々の安全・安心を守る「地域の守り手」としての役割に加え、ポス
ト・コロナの新たな時代においては、いわば「新しい地域の創り手」としての役割も務めてい
かなければならないと考えております。これらの社会的使命を果たしていくため、引き続き、
中長期的な視点から社会資本整備の着実な推進を政府や関係機関などへ広く訴えていくととも
に、経営基盤の強化や、担い手の確保・育成、生産性向上、働き方改革など、克服すべき諸課
題の解決に積極的に取り組んでまいります。
　本年も、全建は47都道府県建設業協会並びに会員企業の皆様方と一体となり、地域建設業発
展のため全力で取り組む所存でございますので、ご理解とご支援のほど何卒よろしくお願い申
し上げます。
　結びになりますが、皆様方の益々のご多幸とご健勝を祈念いたしまして、私の年頭の挨拶と
させていただきます。

令和３年　年頭所感
一般社団法人 全国建設業協会　　　
会　長　　奥　村　太加典

　令和３年の新春を迎え、謹んで年頭のご挨拶を申し上げます。
　会員並びに関係各位におかれましては、当協会の業務運営につきまして、平
素から特段のご協力をいただいておりますことに深く感謝申し上げます。
　昨年は新型コロナウイルス感染症が世界的に流行し、我が国においても国民
生活や経済活動に対する制限など、新型コロナウイルス感染防止対策に向けて
官民一体となった協力が求められました。
　当協会におきましても第57回全国建設業労働災害防止大会をＷｅｂ大会で開
催するなど大きな影響を受けました。そして、現在も感染予防対策の徹底が強
く求められており、引き続き「三つの密」を避ける等の必要な感染予防措置を講
じていただきますようお願い申し上げます。
　さて、建設業は、国民生活の基盤である住環境の整備に加え、豊かさと利便性の向上を図るためのインフラ
整備工事や、頻発し激甚化する自然災害からの復旧・復興工事、国土強靱化に向けた継続的な防災・減災関連
工事等を担う重要な使命を持っています。我々建設業は、人命尊重の基本理念の下、働く方々の安全確保を第
一に不断の努力を続けてまいりました。
　その結果、一昨年建設業の労働災害で亡くなられた方は269人と過去最少となり、休業４日以上の死傷者数も
15,183人と前年を下回りました。しかしながら、建設業が全産業に占める割合は依然として高く、特に、全体の約
４割にあたる110人もの尊い命が墜落・転落により失われているということを重く受けとめる必要があります。
　また、建設業では、現場における各層の人材の慢性的な不足及び建設労働者の高齢化の進展、さらに外国人
労働者の受入、建設業への女性の参入の進展等による職場におけるダイバーシティ（多様性）の拡大と労働災
害防止を含む労務管理の重要性は益々高まっています。このような状況の下、安全衛生活動の基本理念は、
日々の安全衛生活動において、個々の建設現場における危険源を特定し、それを排除する努力を繰り返し行う
ことが重要となりますので、引き続き継続的な活動をお願いいします。
　当協会では「第８次建設業労働災害防止５カ年計画」において、建設業における死亡災害及び墜落・転落災害
による死亡災害を「第７次建設業労働災害防止５カ年計画」の平均発生件数に対して、15％以上減少させるとい
う目標を達成するため、８月から９月上旬にかけて、夏期の熱中症対策の「STOP！熱中症　クールワークキャン
ペーン」と連動して「墜落・転落災害撲滅キャンペーン」を計画期間中の５年間を通して実施しております。
　また、建設業の安全衛生活動を取り巻く国内の状況の変化及び国際的な動向に対応した「ニューコスモス」
の普及並びに中小規模建設事業者向けの「コンパクトコスモス」の積極的な導入、加えて建設現場の特性を踏
まえた「建災防方式健康ＫＹと無記名ストレスチェック」の実施とそれに基づく職場環境改善の推進、職長・
安全衛生責任者能力向上教育等各種事業を積極的に実施いたします。
　さらに、昨年７月１日に一部改正された石綿障害予防規則で、2030年頃にピークを迎えると予想される石綿
含有建材を用いた建築物等の解体・改修工事におけるばく露防止対策等を強化するため、石綿等の使用の有無
について事前調査を行う者の要件が新設されました。このため、当協会では本年から各支部で建築物石綿含有
建材調査者講習を開催できるよう準備を進めております。
　さて、本年の第58回全国建設業労働災害防止大会は、新型コロナウイルス感染防止対策を徹底し、10月７日
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活用した建設工事における労働災害防止に資する事例の発表等を盛り込んでいくこととしております。参加者
の皆様が安全に参加できる大会運営に努めてまいりますので、関係各位のご参加について、特段のご配慮をお
願い申し上げます。
　最後に、建設業における労働災害防止の主役は、事業者と建設現場で働く皆様方です。建設業で働く方々が
不幸な災害に遭わないようにすることが何よりも重要だと考えております。
　今年も、会員各位の益々のご健勝とご発展を衷心よりお祈り申し上げます。

新年のご挨拶
建設業労働災害防止協会　　　　　
会　長　　今　井　雅　則
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　令和３年の新春を迎え、謹んで新年のお慶びを申し上げます。
　皆様には、昨年も建設業退職金共済制度（建退共制度）の運営に多
大なご支援、ご協力を賜りましたことを、厚く御礼申し上げます。
　建退共制度は、建設技能労働者など建設工事の第一線で働く労働
者の皆様の福祉の増進と雇用の安定を図り、建設業を営む中小企業
の福祉の振興を目的として、中小企業退職金共済法に基づき、昭和
39年10月に創設され、本年で57年目を迎えます。お蔭様で、当退
職金共済制度への加入契約者数は17万事業所、被共済者数は217万人を数え、これまで累計で
250万人の退職者に対して１兆８千億円の退職金をお支払いしてまいりました。退職金を受け
取られた皆様、事業主の皆様からは退職金があって本当に良かったという声を頂いており、建
退共は現場で働く方々にとって重要な制度になっております。
　建設業界はこれまで社会に大きく貢献してまいりましたが、近年の異常気象による災害復
旧、社会インフラの老朽化対策など時代のニーズに引き続き対応するとともに、新型コロナウ
イルス対策を講じた中での工事の施工など、新たな課題にも取り組んでいるところです。こう
した中で、建設業が地域経済の中核を担う魅力ある産業として持続的に発展していくために
は、業務の効率化を図るとともに長時間労働の是正、技能・経験にふさわしい処遇等の働き方
改革を推進することで、建設労働者の雇用の安定と福祉の充実など労働環境を整備していくこ
とが不可欠であると考えております。
　また、建設業界においてもＩＴの活用は不可欠であり、建退共制度においても、掛金の納付
方法について現在の証紙貼付方式に加えて、電子申請方式を導入することとしており、昨年10
月から試行的に実施した上で、令和３年３月末までに全面的・本格的に実施すべく、着実に準

備を進めております。この新たな電子申請方式は、事業主の皆様の事務の合理化につながるだ
けでなく、労働者の皆様が確実に退職金を受け取っていただくための有効な手段と考えており
ますので、積極的に利用していただくようお願いいたします。
　本年も、建退共制度の安定的で効率的な運営に努め、確実な退職金の支給、掛金の適正納付
に一層努力して参る所存でございますので、建退共制度への加入と証紙の適正な貼付や電子申

請方式の利用促進につきまして、更なるご理解、ご支援を賜りますようよろしくお願い申し上
げます。
　最後になりますが、皆様方のご健勝とご隆昌を心よりお祈り申し上げ、年頭のご挨拶といた

します。

令和３年　新春挨拶
独立行政法人 勤労者退職金共済機構　　　

理事長　　水　野　正　望

　令和３年の新春を迎え、謹んでお慶びを申し上げます。
　昨年の建設業界を振り返りますと、「防災、減災、国土強靱化の
ための３カ年緊急対策」の最終年度として前年度を上回る公共事業
関係当初予算が確保されたこと等から政府建設投資は堅調に推移し
ましたが、新型コロナウイルス感染拡大による事業休止や遅延、先
行き不透明による民間建設投資の減少、それによる資金繰りへの影
響等懸念材料が引き続き継続している状況にあります。また外国人
材を含む雇用情勢や公共事業受注環境も流動性を増しており、工事
量の地域間格差や企業間格差を抱える地域建設業の経営環境は予断を許さない状況が続いてい
ます。
　建設行政では、改正建設業法が一部施行され、著しく短い工期の禁止や、許可基準の見直し
などが実施されました。また、施工時期の平準化やi-Construction による生産性向上の取組み
も強力に推し進められました。この取組は新型コロナウイルス感染拡大を受けたインフラ分野
のデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）などの動きも手伝い本年も更に積極的に推し進
められると考えられます。
　一方で、昨年も７月の熊本県を中心とした記録的な集中豪雨、９月の台風10号による甚大な
被害が発生し、激甚化・頻発化する大規模災害に対応するために、防災・危機管理体制の強化
と社会資本整備の重要性や継続性が改めて認識された年となりました。これもあり昨年末には
現緊急対策に引き続く「防災、減災、国土強靱化のための５カ年加速化対策」が、またその初年
度対策として令和２年度補正予算が閣議決定され、さらに令和３年度以降の予算にも反映され
ることになりました。
　建設業は地域インフラの強靱化対策を推進するとともに「地域の守り手」として災害時には
最前線で対応する社会的使命を担っております。予測が困難な社会経済情勢や気候変動の中で、
その使命を果たしていくためにも５カ年加速化対策等により安定的かつ持続的な公共事業量が
確保され、官民連携のもと高い生産性と魅力ある産業として発展していくことを期待しており
ます。
　当社は本年も「前払金保証」、「中間前払金保証」、「契約保証」、「契約保証予約（入札ボンド）」
の各事業を通して、公共工事の適正な施工をサポートし、建設産業の発展に貢献して参りま
す。また、グループ会社である（株）建設総合サービス（ＫＳＳ）では国土交通省の地域建設
業経営強化融資制度に基づく「出来高融資事業」等により建設企業の資金繰りを支援するとと
もに、国土交通省が推進するi-Constructionのツールとなる受発注者間の情報共有システム
「電納ASPer」を通して生産性向上・業務効率化をサポートしてまいります。
　これからもお客様とのパートナーシップ強化を目指し、グループ一体となって価値あるサー
ビスを提供してまいる所存でございます。本年も変わらぬご指導ご鞭撻をお願い申し上げます
とともに、皆様方のご多幸とご隆盛を心より祈念いたしまして、年頭のご挨拶とさせていただ
きます。

令和３年　年頭挨拶
西日本建設業保証株式会社　　　　　　
取締役社長　　小　池　一　郎
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美作市で高病原性鳥インフルエンザ発生
～県との協定に基づき感染拡大防止に従事～

　協会は、令和２年12月10日に美作市滝宮の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザが疑われる事例が

確認されたとの連絡を受け、「高病原性鳥インフルエンザ対策本部」を設置しました。

　殺処分等の防疫措置に対して、「家畜伝染病の発生時における埋却等防疫措置に関する協定書」に

基づき県からの協力要請を受けて、関係する地域担当理事のもと、美作地区防災の会、和気支部、

吉備支部、倉敷支部の会員がそれぞれ各種防疫作業に従事しました。

令和２年
（12月７日）
・「高病原性鳥インフルエンザへの緊急対応体制の整備について（緊急情報）」を岡山県建設業協会

から発出

（12月10日）
　　15：45　岡山県から当協会に美作市滝宮の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザが疑われる事例

が確認されたとの連絡あり

　　15：50　当協会内に「高病原性鳥インフルエンザ対策本部」を設置

　　15：58　「家畜伝染病の発生時における埋却等防疫措置に関する協定書」に基づき県から当協

会に対し協力要請

　　16：00　田村美作地域担当理事に美作県民局から協力要請

　　　　　　　→田村美作地域担当理事から美作地区防災の会に出動を要請
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　　　　　　　・埋却作業に必要な重機、資材等の調達

　　　　　　　・埋却溝の掘削及び埋戻し

　　　　　　　・消毒ポイントにおける施設運営及び消毒作業

　　16：00　藤田和気地域担当理事に備前県民局から協力要請

　　　　　　　・消毒ポイントにおける施設運営及び消毒作業

（12月11日）
　　４：00　発生農場等における防疫作業開始、消毒ポイントの設置（６箇所）

・鳥インフルエンザの発生について協会から地域担当理事に通知

・岡本倉敷地域担当理事、田中吉備地域担当理事に備中県民局から協力要請

                      ・焼却作業に関連した玉掛け等

・荒木岡山東地域担当理事に備前県民局から協力要請

                       ・照明車回送作業

・鳥インフルエンザに対する連絡体制の確立について協会から地域担当理事に通知

（12月24日）
・年末年始の連絡体制について協会から地域担当理事に通知
令和３年
（１月８日）
　　０：00　移動制限区域を解除し、継続していた消毒ポイントを廃止

　これにより、採卵鶏約64万羽の殺処分や汚染物品の埋却、処分鶏の焼却、消毒ポイントでの消毒

作業等がすべて終了しました。

　発生以来24時間体制で休むことなく作業に従事されました会員の皆さん本当にありがとうござい

ました。

消毒ポイントにおける消毒作業

焼却作業に関連した玉掛け作業等

消毒ポイント施設

照明車消毒及び回送作業
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直轄Ｃランク工事でのＣＣＵＳ活用推奨モデル工事
の施行を要望しました

　国土交通省土地・建設産業局建設業課長から、推奨モデル工事の試行

を通じて建設キャリアアップシステムの一層の活用促進が図られるよう

協力依頼がありました。

　協会では理事会の決議に基づき、このモデル工事の試行を中国地方整

備局に要望し、12月23日付で受理されました。この試行表明は全国で

８番目、中国地方では島根県建設業協会に続いて２番目となります。

　今後は、中国地方整備局等において直轄Cランク工事に建設キャリア

アップシステムの活用推奨モデル工事を適用する試行対象工事の実施が

検討されます。

　なお、ＣＣＵＳの活用目標は以下のとおりです

①　ＣＣＵＳの現場登録を行うとともにカードリーダーを設置すること

②　平均事業者登録率90％、平均技能者登録率80％を達成するよう努

めること

③　平均就業履歴蓄積率が50％を達成するよう努めること

　この目標達成状況に応じて工事成績評定において加点があります。

（未達成の場合も減点はありません。目標を著しく下回った場合はその

要因、改善策等を簡潔に取りまとめ公表することが求められます。）

　受注後施工が困難と思ったときは実施しないことも可能。

　費用については、カードリーダー設置費用、現場利用料（カードタッチ

費用）について、精算変更時に支出実績に基づき、発注者が負担。
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下請契約及び下請代金支払の適正化並びに
施工管理の徹底等について

国土交通省

　建設業を取り巻く経営環境は、依然として厳しい状況であり、資金需要の増大が予想される冬期

を控え、とりわけ経営基盤の脆弱な中小企業が多数を占める下請建設企業に対する適正な代金支払

等の確保については、その経営の安定・健全性を確保するための十分な配慮に加え、今般の新型コ

ロナウイルス感染症及びそのまん延防止措置の影響により、下請建設企業や技能労働者の事業や生

業の継続に支障が生じることがないよう特段の配慮が必要となります。

　こうした中、国土交通省では、「建設業法令遵守推進本部」の設置による指導監督体制の強化、法

令違反行為の情報収集を目的とした「駆け込みホットライン」の開設、建設企業が守るべき下請取

引上のルールを示した「建設業法令遵守ガイドライン」の策定等、元請下請関係の適正化の推進に

努めるとともに、昨年６月には著しい工期による請負契約の締結の禁止等を内容とする改正建設業

法が公布され、一部を除き本年10月より施行されたところです。

　しかしながら、元請下請間においては、不適切な下請取引や下請負人へのしわ寄せが依然として

存在すると指摘されています。

　このことについて国土交通省から全建を通し、関係法令、「建設工事の工期に関する基準」（令和

２年７月中央建設業審議会決定）、ガイドライン等を遵守するほか、改正建設業法等の趣旨に留意し、

元請下請取引の適正化並びに施工管理のより一層の徹底等に努めるよう別添１のとおり要請があり

ました。

　また、別添２「下請代金の決定に当たって公共工事設計労務単価を参考資料として取り扱う場合

の留意事項ついて」も、併せてお知らせいたします。
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国不建推第３１号 

国不専建第１９号 

令和２年１２月１日 

 

   建設業者団体の長 あて 

 

                 国土交通省不動産・建設経済局長 

                 （  公  印  省  略  ） 

 

下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について 

 

標記について、従来より貴団体傘下建設企業等に対する指導方お願いしているところで

ある。 

今後、資金需要の増大が予想される冬期を控え、とりわけ経営基盤の脆弱な中小企業が

多数を占める下請建設企業に対する適正な代金支払等の確保について、その経営の安定・

健全性を確保するため十分な配慮が必要であるとともに、今般の新型コロナウイルス感染

症及びそのまん延防止措置の影響により、下請建設企業や技能労働者の事業や生業の継続

に支障が生じることがないよう特段の配慮が必要である。 
国土交通省においては、「建設業法令遵守推進本部」の設置による指導監督体制の強化、

建設業法令違反行為の情報収集を目的とした「駆け込みホットライン」の開設、建設企業

が守るべき下請取引上のルールを示した「建設業法令遵守ガイドライン」（平成１９年６月

２９日国総建第１００号。）の策定等、元請負人と下請負人との関係の適正化のより一層の

推進に努めてきた。 

しかしながら、元請負人と下請負人の間において赤伝処理等による一方的な代金の差し

引き、指値発注による不適切な下請取引、追加・変更契約の締結拒否、下請負人の責によ

らないやり直し工事の強制、正当な理由がない長期間にわたる支払保留等、下請負人への

しわ寄せが依然として存在するとの指摘がなされているところである。 

また、建設工事現場における品質管理や施工管理を徹底することの重要性がますます高

まってきている。 

加えて、第１９８回通常国会においては、著しく短い工期による請負契約の締結の禁止

等を内容とする「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一

部を改正する法律」（令和元年法律第３０号。以下「一部改正法」という。）が昨年６月１

２日に公布され、一部規定を除き、本年１０月１日より施行された（改正後の建設業法を

以下「改正建設業法」という。）。また、適正な額の請負代金及び工期による下請契約の締

結等を規定する「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」（令和元

年法律第３５号。以下「改正品確法」という。）が昨年６月１４日に公布され、同日から施

行された。加えて、改正品確法を受けて「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合

的に推進するための基本的な方針」の一部変更が昨年１０月１８日に閣議決定され、同月

２１日付けで告示（令和元年国土交通省告示第７２１号。以下「改正品確法基本方針」と

いう。）されたところである。 

（一社）全国建設業協会会長　殿

別添 1
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ついては、貴団体傘下建設企業等に対し、関係法令、「工期に関する基準」（令和２年７

月２０日中央建設業審議会決定。）、「建設業法令遵守ガイドライン」や企業として社会通念

上守るべき企業倫理等を遵守するほか、改正建設業法等の趣旨及び下記事項に十分留意し、

下請契約における適正な工期の確保、請負代金の設定及び適切な代金の支払等、元請負人

と下請負人の間の取引の適正化及び施工管理のより一層の徹底等に努められるよう、会議

や講習会の開催などにより現場事務所に至るまで指導されたい。 

記 

 

１．見積りについて 

下請代金の設定については、施工責任範囲、施工条件等を反映した合理的なものとす

るため、書面による見積依頼及び建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号）第６条

で定める見積期間の設定、明確な経費内訳による見積書の提出、それらを踏まえた双方

の協議による適正な手順を徹底すること。見積条件は、下請契約の具体的内容を提示す

ることとし、提示しなければならない事項は、建設業法（昭和２４年法律第１００号）

第１９条第１項により請負契約書に記載することが義務付けられている全ての事項（請

負代金の額を除く）となることに留意すること。また、工事現場における工程管理、品

質管理及び安全管理等の施工管理が適切に行われるよう、労働災害防止対策の実施者及

びその経費の負担者の区分を明確化するとともに、必要な経費に十分留意すること。さ

らに、適切な水準の賃金等に加えて、法定福利費、一般管理費等の必要な諸経費を適切

に考慮すること。なお、材料費等については、市場価格を参考に適切な価格設定となる

よう十分留意すること。加えて、当初の契約どおり工事が進行せず、工事内容に変更が

生じ、工期又は請負代金の額に変更が生じる場合には、双方の協議による適正な手順に

より、追加工事又は変更工事（以下「追加工事等」という。）の着工前に書面による見

積依頼及び見積書の提出を徹底すること。このほか、改正建設業法第２０条の規定によ

り、工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を明らかにして、見積りを行うよ

う努めなければならないことに留意すること。 

また、改正建設業法第２０条の２の規定により、建設工事の注文者は、当該建設工事

に関し、地盤の沈下等の工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれが

あると認めるときは、請負契約を締結するまでに、建設業者に対して、必要な情報を提

供しなければならないことにも留意すること。 

併せて、下請代金の決定に当たって公共工事設計労務単価を参考資料として取り扱う

場合の留意事項について別途通知したので、その内容についても、周知徹底を図ること。 

 

２．社会保険加入の徹底について 

一部改正法の施行により、建設業の許可・更新申請に際して、社会保険に加入してい

ることが許可要件とされた点に留意すること。さらに、施工体制台帳の記載事項として、

工事に従事する者に関する事項が追加され、工事に従事する者の社会保険の加入状況等

も記載事項とされた点に留意すること。加えて、元請負人は下請負人を選定する際に、

登録時に社会保険加入確認を行っている建設キャリアアップシステムに登録している事

業者を選定することが推奨されるとともに、元請負人による社会保険の加入状況の確認
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及び指導については、建設キャリアアップシステムの登録情報の活用を原則とする方針

を周知徹底すること。なお、建設キャリアアップシステムを使用せず、社会保険の加入

確認を行う場合は、社会保険に加入していることを証する関係資料のコピー（電子デー

タ可）を提示させるなど、情報の真正性の確保に向けた措置を講ずること。 

また、社会保険の保険料は、建設業者が義務的に負担しなければならない法定福利費

であり、建設業法第１９条の３に規定する「通常必要と認められる原価」に含まれてい

るものであることから、法定福利費を必要経費として適正に確保することが必要である。 

平成２４年以降、社会保険加入の促進に向けた様々な取組を進めており、平成３０年

６月からは、国土交通省直轄工事において、元請企業から提出された請負代金内訳書に

記載された法定福利費の額を確認する取組を始めたところである。 

また、改正品確法及び改正品確法基本方針において、公共工事等を実施する者は、元

請負人に限らず全ての下請負人も含め、法定福利費を的確に反映した適正な額の請負代

金での下請契約の締結が受注者等の責務とされたところである。 
これらを踏まえ、元請負人においては、受注時における社会保険料の事業主負担分及

び本人負担分を含んだ適正な法定福利費の確保に努めること。また、昨年度、国土交通

省が実施した社会保険の加入及び賃金の状況等に関する調査（以下「実態調査」という。）

によると、前回調査と比較して一定の改善は見られたものの、いまだ高次の下請負人ほ

ど十分に法定福利費を受け取れていない工事の割合が多い傾向が見られたことを踏まえ、

必要な法定福利費が確実に確保されるよう、下請負人に対し、見積条件に明示すること

等により、法定福利費を内訳明示した見積書（各専門工事業団体において、法定福利費

の内訳を明示するために作成された標準見積書を含む。以下同じ。）の提出を促すこと。

さらに、提出された見積書を尊重して法定福利費を適正に含んだ額により下請契約を締

結すること。併せて、下請契約の締結にあたっては、社会保険料の本人負担分について

も適切に請負金額に反映すること。 

また、下請負人においては、注文者（元請負人又は直近上位の下請負人）に対し、法

定福利費を内訳明示した見積書を提出するとともに、再下請負人に対し、法定福利費を

内訳明示した見積書の提出を促し、提出された見積書を尊重すること。併せて、自ら雇

用する技能労働者に対し、社会保険料の本人負担分を適切に含んだ額の賃金を支払い、

法令が求める社会保険に加入させること。 

  加えて、平成２９年７月、建設工事標準請負契約約款を改正し、受注者が作成し発注

者に提出する請負代金内訳書に法定福利費を明示するものとする規定を新設したところ

であるが、地方公共団体、特に市町村においては、この取組の導入が進んでいない状況

にある。こうした状況を踏まえ、第４回建設業社会保険推進・処遇改善連絡協議会（令

和２年６月１５日開催）において、改めて公共発注工事、民間発注工事を問わず、受発

注者間・元下間の各段階において、法定福利費が内訳明示された見積書及び請負代金内

訳書の活用を徹底・促進などを本年度の重点課題として掲げたところであり、公共発注

者及び民間発注者の請負契約約款の改正に的確に対応するとともに、建設工事標準下請

契約約款を速やかに採用する等、建設工事標準請負契約約款の活用を周知徹底すること。 
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３．契約について 

建設工事の契約の締結については、建設業法第１９条に基づき、当該建設工事の着工

前の書面による契約を徹底すること。建設工事標準下請契約約款又はこれに準拠した内

容による請負契約書を用いて、具体的な工事内容、適正な額の請負代金及び支払方法、

着工及び完工の時期、工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときはその内容、出

来高払の定めをするときはその時期及び出来高払割合等の方法、設計変更・工期の変更・

請負代金の額の変更に関する定め等を明示すること。 

特に、下請代金の支払時に建設廃棄物等の処理費用や一方的に提供・貸与した安全衛

生保護具等の労働災害防止対策に要する費用等を相殺する（いわゆる赤伝処理）場合に

は、当該事項の具体的内容を、請負契約の両当事者の対等な立場における合意に基づき、

請負契約書に明記すること。 

また、請負代金の額を決定する際、下請負人からの見積りを十分に尊重して、双方が

合意して契約することが必要である。下請負人と十分な協議をせず、又は下請負人の協

議に応じることなく、元請負人が一方的に決めた請負代金の額を下請負人に提示し、そ

の額で下請負人に契約を締結させる行為（いわゆる指値発注）を行うことがないよう留

意すること。 

当初の契約どおり工事が進行せず、工事内容に変更が生じ、工期又は請負代金の額に

変更が生じる場合には、双方の協議による適正な手順により、追加工事等の着工前に書

面による変更契約を徹底すること。工事状況により追加工事等の全体数量等が直ちに確

定できない場合には、元請負人は、①下請負人に追加工事等として施工を依頼する工事

の具体的な作業内容、②当該追加工事等が契約変更の対象になること及び契約変更等を

行う時期、③追加工事等に係る契約単価の額を記載した書面を追加工事等の着手前に下

請負人と取り交わすこととし、契約変更等の手続きについては、追加工事等の全体数量

等の内容が確定した時点で遅滞なく行うこと。 

また、改正建設業法第１９条の５において規定された、著しく短い工期による請負契

約の締結の禁止は、発注者と受注者の間のみならず、元請負人と下請負人の間でも適用

されることに留意すること。 

なお、建設工事が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成１２年法律

第１０４号）の対象建設工事の場合は、分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再

資源化等をするための施設の名称及び所在地、再資源化等に要する費用について書面に

記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならないことに留意すること。 

 

４．建設業の働き方改革に向けた適正な工期設定や週休２日の推進等について 

昨年４月１日より施行された「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する

法律」（平成３０年法律第７１号）において、建設業については、令和６年４月より、罰

則付きの時間外労働規制の一般則を適用することとされている。建設業の働き方改革に

ついて、適正な工期設定や適切な賃金水準の確保、週休２日の推進等の休日確保や長時

間労働の是正など、時間外労働の上限規制の適用までの間においても、関係者一丸とな

った取組を強力に推進するため、政府において策定している「建設工事における適正な

工期設定等のためのガイドライン」（平成２９年８月２８日建設業の働き方改革に関する
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関係省庁連絡会議申合せ、平成３０年７月２日改訂）や改正建設業法・建設業法令遵守

ガイドライン・工期に関する基準・改正品確法・改正品確法基本方針の趣旨を踏まえ、

下請契約の場合においても、適正な額の請負代金による契約や適正な工期設定、元請と

工事の進捗状況の共有、予定された工期で工事を完了することが困難な場合における適

切な工期変更を行い、下請建設企業を含めた週休２日など休日の確保や長時間労働の是

正などに努めること。 

 

５．施工管理の徹底について 

公衆災害や労働災害の防止及び建設生産物の安全性や品質を確保するため、見積・契

約時における労働災害防止対策の実施者及びその経費の負担者の明確化、適切な施工計

画の作成、工事現場における施工体制の十分な確保、工事全体の工程管理、工事目的物・

工事用資材等の品質管理及び工事現場における安全管理等の施工管理のより一層の徹底

に努めること。 

発注者から直接建設工事を請け負った建設業者は、公共工事においては下請契約を締

結したとき、民間工事においては下請契約の請負代金の額が４，０００万円（建築一式

工事は６，０００万円）以上となるときは、請負契約書等の写しなど定められた書類を

添付した施工体制台帳及び施工体系図の作成、工事現場ごとの備え置き等を徹底するこ

と。また、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」（平成１２年法律第

１２７号）において、公共工事の受注者は、施工体制台帳の写しを発注者に提出するこ

と、施工体系図を工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げることとさ

れているので、併せて徹底すること。さらに、「施工体制台帳等活用マニュアルの改正に

ついて」（平成３１年３月２９日国土建第５０４号）においても、現場の施工体制の確認

の更なる徹底が求められていることも踏まえ、より一層の下請契約の適正化に努めるこ

と。 

また、建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）の改正により、建設工事の

従事者の適切な処遇改善を図る観点から、建設工事の従事者の氏名や有する資格等の情

報を施工体制台帳に記載することとなる点に留意すること。なお、施工体制台帳への記

載に代えて、建設キャリアアップシステムに当該情報を登録し、必要に応じて書面に打

ち出せるようにすることにより代替できることとしており、建設キャリアアップシステ

ムを活用されたい。 

なお、建設工事の主任技術者の専任等に係る取扱いについては、「建設工事の技術者の

専任等に係る取扱いについて」（平成２６年２月３日国土建第２７２号）や「主任技術者

又は監理技術者の「専任」の明確化について」（平成３０年１２月３日国土建第３０９号）

に十分留意すること。 

 

６．検査及び引渡しについて 

元請負人は、下請負人から建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を

受けた日から２０日以内で、できる限り短い期間内に検査を完了すること。 

また、検査によって建設工事の完成を確認した後、下請負人からの申し出があったと

きは、特約がされている場合を除いて、直ちに当該建設工事の目的物の引渡しを受ける
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こと。 

 

７．下請代金の支払について 

労働者の雇用の安定を図る上で重要であることから、改正建設業法第２４条の３の規

定により、下請代金のうち労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切に

配慮することとされたことを踏まえ、手形等による支払は慎み、少なくとも労務費相当

分（社会保険料の本人負担分を含む）を現金払とするよう支払条件を設定すること。ま

た、「下請中小企業振興法第３条第１項の規定に基づく振興基準」（昭和４６年３月１２

日通商産業省告示第８２号）及び「下請代金の支払手段について」（平成２８年１２月１

４日 20161207 中第１号・公取企第１４０号）に基づき、そもそも元請負人は下請負人に

対し、下請代金の支払をできる限り現金払により行うとされていることに留意すること。

手形払の場合には、その現金化にかかる割引料等のコストについて、下請負人の負担と

することのないよう、これを勘案した下請代金の額を元請負人と下請負人で十分協議し

て決定すること。現金払と手形払を併用する場合には、支払代金に占める現金の比率を

高めることに留意すること。 

手形期間については、１２０日以内とすることは当然として、できる限り短い期間と

すること。また、段階的に短縮に努めることとし、将来的には６０日以内とするよう努

めること。特定建設業者については、下請契約における代金の支払を一般の金融機関に

よる割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはならないことにも留

意すること。また、ファクタリング方式を用いる際の決済期間についても同様に、でき

る限り短い期間に努めること。 

下請契約における代金の支払は、請求書提出締切日から支払日（手形の場合は手形振

出日）までの期間をできる限り短くすること。また、元請負人が注文者から部分払（出

来高払）や完成払を受けた時は、出来形に対して注文者から支払を受けた金額の割合に

相応する下請代金を、当該支払を受けた日から一月以内で、できる限り短い期間内に支

払わなければならないことにも留意すること。なお、特定建設業者においては、注文者

から支払を受けたか否かにかかわらず、建設工事の完成を確認した後、下請負人が工事

目的物の引渡しの申し出を行った日から起算して５０日以内で、できる限り短い期間内

に下請代金を支払わなければならないと定められている。そのため、特定建設業者の下

請代金の支払期限については、注文者から部分払（出来高払）や完成払を受けた日から

一月を経過する日か、下請負人が工事目的物の引渡しの申し出を行った日から起算して

５０日以内で定めた支払期日のいずれか早い期日となることに留意すること。 

なお、前払金を受領した場合には、建設業法第２４条の３第２項に基づき、下請負人

に対して必要な費用を前払金として適正に支払うよう配慮すること。 

また、公共工事に係る前払金については、下請負人、資材業者等に対する前払金の適

正かつ確実な支払を確保するため、保証事業会社と保証契約を締結した元請負人は、前

払金支払時においては、下請負人、資材業者等の口座への直接振込の方法が基本とされ

ていることを踏まえ、直接振込の実施の徹底を図ること。加えて、中間前金払制度の適

用対象工事については、同制度を積極的に活用することにより下請代金が適切に支払わ

れるよう配慮すること。 
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また、工事が完成し、元請負人の検査及び引渡しが完了した後に、正当な理由なく長

期間にわたり下請代金の一部を保留金とすることがないよう徹底すること。 

 

８．下請負人への配慮等について 

発注者から直接工事を請け負った元請負人は、全ての下請負人に対し、建設工事の請

負代金・賃金の不払等、不測の損害を与えることのないよう十分配慮すること。 

また、公共工事等については、「下請セーフティネット債務保証事業」及び「地域建設

業経営強化融資制度」を利用した資金調達も可能となっており、その活用による下請負

人への支払の適正化に配慮すること。建設工事に従事する建設技能者がその能力や経験

に応じた適切な処遇を受けられるようにする建設キャリアアップシステムの活用につい

て、建設キャリアアップカードを保有している建設技能者が適切かつ確実に就業履歴の

蓄積ができるよう、元請負人は事業者登録を行った上、現場・契約情報の登録、施工体

制登録、カードリーダーの設置等の就業履歴の蓄積が可能な環境整備を図ること。その

工事に従事する下請事業者に対して事業者登録及び施工体制への登録、所属技能者の登

録及びレベル判定システムを活用した能力評価を行うよう指導し、一人一人の建設技能

者が各現場でのカードタッチ等により就業履歴を蓄積し、蓄積した就業履歴と保有する

資格によって適切な処遇を受けられるよう、環境整備を図ること。加えて、建設業退職

金共済制度（以下「建退共制度」という。）について、建退共制度の加入事業者、すなわ

ち共済契約者は、中小企業退職金共済法の規定に基づき、その雇用する者すべてに対し

て賃金を支払う都度、掛金を納付しなければならない義務があり、その掛金は工事の施

工に直接従事する建設労働者に係る必要経費であることに鑑み、建設業法第１９条の３

に規定する「通常必要と認められる原価」に含まれるものとして元請負人及び下請負人

において必要経費として適正に確保されるべきものと解される。公共工事においては、

積算上、証紙交付に係る事業主負担額が予定価格に反映され、かつ、発注の条件となっ

ている等により普及が進んではいるが、現場の技能労働者一人ひとりに証紙の交付・貼

付が徹底されるよう、元請負人と下請負人との間における証紙の交付・請求事務を適切

に行うとともに、改めて、元請負人が下請負人に対して、本来交付すべき証紙の辞退を

不適切に求めるようなことがないよう周知徹底すること。また、民間工事においては、

公共工事に比べて建退共制度の普及が進んでいないことから、元請負人は、証紙購入額

を適切に見込んだ工事の見積もりを行い、発注者に適切に請求することで事業主負担額

分を確保する取組を推進する等、建設技能者が民間工事に従事する場合でも、公共工事

と同様に退職金が受取れるような環境の整備に努め、下請負人の資金繰りや雇用確保に

十分配慮すること。さらに、元請負人においては、公共工事、民間工事の別を問わず建

退共制度の掛金納付を一括して代行しこれを適切に下請負人に交付等を行うことが、合

理的かつ効率的な事務処理のみならず、建設労働者の福祉の増進と雇用労働条件の向上

に資するものであるので、適切な運用を行えるように努めなければならないことに留意

すること。建退共制度の手続きについては、令和３年４月より、電子申請方式の本格実

施（本年１１月より試行的実施）及び証紙方式の履行確認強化の運用を開始することが

予定されているため、元請負人は建設キャリアアップシステムの積極的な活用及び建退

共制度の適切な運用を行うことに特に留意するとともに、下請負人は、元請負人と連携
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し、建設技能者の就労実績の把握と掛金充当の徹底に努めること。 

なお、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、下請負人が建設業法第

１９条、第２４条の３、第２４条の５等の規定及び労働基準法等の建設工事に従事する

労働者の使用に関する法令のうち一定の規定等に違反しないよう指導に努めるとともに、

建設業法第４１条第２項及び第３項の適用があることも踏まえ、下請契約の関係者保護

に特に配慮すること。 

 

９．技能労働者への適切な賃金の支払について 

建設業の高齢化が進展する中、担い手の確保のためには、技能労働者の処遇改善、特

に適切な賃金水準を確保することが重要である。改正品確法及び改正品確法基本方針に

おいては、市場における労務の取引価格を的確に反映した適正な額の請負代金での下請

契約の締結や技術者・技能労働者に係る賃金を含めた労働環境の改善が元請負人に限ら

ず全ての下請負人も含めた受注者等の責務とされたところである。 

また、平成２５年４月以降これまで８度にわたり公共工事設計労務単価が上昇し、そ

の都度、建設業団体あてに「技能労働者への適切な賃金水準の確保について」を通知す

るとともに、国土交通大臣、副大臣又は政務官が日本建設業連合会、全国建設業協会、

全国中小建設業協会、建設産業専門団体連合会（以下「建設業４団体」という。）に対

して直接要請してきたところであり、各方面の努力の結果、技能労働者の賃金は令和元

年までの７年間で約１８％上昇し、他産業と比較しても高い伸び率を示しており、製造

業の水準に迫る勢いとなっているものの、未だ十分とは言えない状況である。政府から

経済界に対し、賃金の継続的な引き上げに向けた取組が要請されていること、国土交通

大臣より建設業４団体に対して、現場の技能者への適切な水準の賃金支払いと適切な請

負金額での下請契約に向けた具体的な取組の実施を要請していること、この要請を受け

て元請事業者団体においては下請けからの見積を尊重する取組を継続するとともに、専

門工事業団体においては技能者の能力評価基準に応じた賃金目安設定の取組が開始され

たことを十分に踏まえ、各団体及び建設企業においては、８年続いている好循環の流れ

が途切れないよう、発注者からの適切な価格での受注、適切な価格での下請契約の締結、

適切な水準の賃金の支払に関する下請負人や再下請負人への要請、重層下請構造の改善

などの具体的な取組を展開するとともに、公共工事設計労務単価の上昇を十分に踏まえ、

現場を支える技能労働者の隅々まで適切な水準の賃金が支払われるよう最大限努めるこ

と。なお、昨年度、国土交通省が実施した実態調査によると、高次の下請負人において、

賃金を引き上げたとの回答の割合も低くなっていることも踏まえ、元請負人においては、

下請契約の締結に際してこうした状況を考慮するとともに、下請負人においては、自ら

雇用する技能労働者の賃金水準の引き上げを図ること。 

また、平成２７年３月から「建設業フォローアップ相談ダイヤル」を開設しており、

同年４月から本格運用が開始された「公共工事の品質確保の促進に関する法律」（平成１

７年法律第１８号）に基づく「発注関係事務の運用に関する指針」（平成２７年１月３０

日公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議申合せ）に関する情報、公共工

事設計労務単価改訂後の請負契約に係る情報及び社会保険加入対策に係る情報など、建

設業に関する様々な生の声を受け付けているので、当該相談窓口を活用するとともに、
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引き続きその周知に努めること。 

 

１０．消費税の円滑かつ適正な転嫁について 

令和元年１０月１日の消費税率の引上げに当たって、関係法令が改正され、これに伴

い、国土交通省では、建設業における消費税の転嫁が円滑かつ適正に行われるよう、「消

費税率の引上げに伴う消費税転嫁対策特別措置法及び建設業法の遵守について」（令和元

年７月８日国土建推第９号）等を通知してきたところであり、これらを踏まえ、下請契

約等において、転嫁拒否等行為を行わないなど、適切な対応を行うこと。 

特に、令和元年１０月１日からの消費税率の引上げに伴い、建設工事の請負契約につ

いては、平成３１年４月１日以降に請負契約を締結し、令和元年１０月１日以降に引渡

しを行う場合、新税率が適用されることに十分留意すること。 

なお、消費税の転嫁拒否等に関する政府共通の相談窓口である「消費税価格転嫁等総

合相談センター」のほか、地方整備局等の「駆け込みホットライン」や都道府県建設業

所管部局においても消費税の転嫁拒否等に関する相談を受け付けているので、当該窓口

を活用されるとともに、引き続きその周知に努めること。 

 

１１．新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止措置の影響による下請建設企業等へ

の配慮等について 

今般の新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止措置の影響による下請建設企業

等に対する配慮については、「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策に伴う下請

契約及び下請代金支払の適正化の徹底等について」（令和２年３月１１日、国土建推第３

８号、国土建整第１３２号）等を通知してきたところであるが、改めて建設工事の一時

中止・延期等に際しては、下請契約においても、適切な工期の見直しや一時中止等の措

置、それに伴う適正な手順による書面による契約締結、下請負代金の設定及び適切な代

金の支払等を実施するため、上記１から１０までの事項に十分留意し、元請負人と下請

負人の間の取引の適正化の徹底等に努めることに加え、引き続き「駆け込みホットライ

ン」及び「建設業法令遵守ガイドライン」の周知に努めること。 

また、建設現場における「三つの密」の防止対策については、「建設業における新型

コロナウイルス感染予防対策ガイドライン（令和２年５月１４日（令和２年７月１日改

訂版））」を踏まえ、建設現場の「三つの密」対策及び対策に伴う熱中症リスク軽減等

を徹底すること。 

 

１２．国土交通大臣等への通報を理由とする不利益取扱いの禁止について 

  改正建設業法第２４条の５の規定により、不当に低い請負代金での請負契約の締結、

不当な使用資材等の購入強制、正当な理由がない長期の支払い保留など、建設業法上の

義務違反行為を元請負人が行ったという事実を下請負人が国土交通大臣等に通報したこ

とを理由として、当該下請負人に対して、取引の停止その他の不利益な取扱いをしては

ならないことに留意すること。 
 

 １３．関係者への配慮について 

資材業者、建設機械又は仮設機材の賃貸業者、警備業者及び運送事業者等に対しても、

上記１から１２までの事項に準じた配慮をすること。  
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別添２

（一社）全国建設業協会会長　殿
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岡山県下公共工事の動向〈12月分〉

西日本建設業保証㈱岡山支店
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（建災防だより）
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（建退共だより）
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（法律相談コーナー）

第127回　従業員の出勤拒否
●相談内容●
　　従業員から「新型コロナウイルスに感染したくないので出勤したくない」との申し出があり
　ました。どのように対応すればよいのでしょうか。

　新型コロナウイルスの感染拡大が止まりません。新年早々、１都３県を
対象に緊急事態宣言が出されました。関西３府県も緊急事態宣言を要請
したほか、要請を検討している自治体もあり、今後対象地域が拡大される
可能性もあります。
　不安定な状況が続く中、通勤や取引先との打ち合わせなどでの感染を
恐れ、中には出勤したくないという従業員も出てくるかもしれません。
出勤命令
　使用者には労働者に対し、業務遂行の全般について必要な指示・命令
をする権限があり、これを業務命令権といいます。労働者は、使用者の業務
命令が業務遂行に必要かつ相当なものである限り、これに従わなければ
なりません。
　企業が従業員に対して出勤を命じる場合、この業務命令権を行使する
ということになります。出勤が業務遂行に必要であるということは言うま
でもありません。また、通常であれば、出勤を命じることが相当性を欠く
こともないと言ってよいと思います。
　もっとも、昨今の新型コロナウイルスの感染拡大状況を踏まえると、
プラスアルファの考慮が必要です。政府の措置や都道府県の要請内容に
加え、出勤による感染リスクはどの程度か、従業員の日常的な健康状態は
どうか、職場における感染防止対策は十分かという視点からも検討する
必要があると思います。
職場における対策
　中でも重要なのが、職場における感染防止対策です。仮に、職場におけ
る対策が杜撰だった場合、そのような職場への出勤命令は従業員を危険
にさらすことになり、安全配慮義務の観点からも問題です。また、万一、
それが原因でクラスターが発生するような事態になれば、取引先との関係、
報道による影響、それらへの対応を含めた社内における事後対応など、
マイナスの波及効果も計り知れません。
　距離の確保、マスク、手洗いなどの基本的な対策ができているか、３密
の回避が徹底されているか、複数人が触れる物品や共用場所の消毒がで
きているかなど、厚生労働省が公開しているチェックリストを利用するな
どして、今一度職場における対策状況を確認する必要があると思います。
対応
　職場における対策を徹底することには、従業員の安全を守り、上記のよ
うなリスクを回避するというだけでなく、従業員の不安感を取り除き、企
業に対する信頼を維持することで、無用なトラブルを回避するという側面
もあります。
　職場における対策が十分なのであれば、そのことを従業員に説明した
上で話し合い、出勤を促すことが望ましいでしょう。職場における対策が
不十分なのであれば、まずは改善を急ぐべきです。出勤命令や命令違反
に対する処分などは、職場における対策が十分であることが大前提だと
思います。

〇回　　答〇

弁護士　小林裕彦
（岡山弁護士会所属）

昭和59年一橋大学法学部卒業後労
働省（現厚生労働省）入省。平成元
年司法試験合格。平成４年弁護士
登録。会社顧問業務、企業法務、訴
訟関係業務、行政関係業務、破産
管財人、民事再生監督委員、地方自
治体包括外部監査業務などを主に
取り扱う。
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（建設業福祉共済団からのお知らせ）
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（建設業総合補償制度のご案内）
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（岡山県からのお知らせ）

２月は北方領土返還運動全国強調月間です
～ 絶やすまい　返還つなぐ　強い声 ～

　北方四島（歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島）の返還を求めて２月７日の「北方領土の日」を

中心に各地でさまざまな行事が行われます。

　２月７日は、1855年のこの日、伊豆の下田において日魯通好条約が調印され、平和裏に日本とロ

シアとの間の国境が画定された日です。この事実こそ、わが国が北方四島の返還を求める重要な根

拠なのです。

　岡山県でも、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じた上で、２月２日（火）にさん太ホー

ルで「北方領土返還要求岡山県民大会」、２月１日（月）から２月12日（金）まで岡山県庁１階県

民室で「北方領土パネル展」を実施する予定としています。

　北方四島の早期返還実現のため、返還運動への皆様のご理解とご協力をお願いします。

【問い合わせ先】
　　岡山県北方領土返還要求運動県民会議
　　（事務局：岡山県総合政策局公聴広報課内）
　　TEL：086-226-7158

令和３年　岡山県交通安全年間スローガン

■基本スローガン

『安全は　一人一人の　思いやり』
岡山県交通安全対策協議会
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2.12.16
2.12.17

全建 正副会長会、理事会、地域懇談会等における諸問題の意見交換会（東京）
岡山県生コンクリート品質管理監査会議

2.12.11 岡山労務研究会例会

とれたて  おかやま  いただきます！ 地産地消
進めよう！

おかやま

一般社団法人 岡山県建設業協会　　〒700-0827　岡山市北区平和町５番 10号
　TEL（086）225 - 4131　                           　　  URL : http://www.okakenkyo.jp

　FAX（086）225 - 5388　                           　　  E-mail : info@okakenkyo.jp

　　　　

発行

協　会　日　誌

建 災 防 日 誌
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